
●  補助対象エリア
・平成１１年度策定｢入善町中心市街地活性化基本計画｣で指定された入善駅から国道

     　８号線までの市街地３６ｈａ。

●　補助対象者
・20歳以上で、1年以内に入善町の中心市街地指定地域内において創業予定の者

・入善町に在住するか近隣の市町に在住する者

●　補助対象経費等
・内外装、什器、備品等の設備資金

●  補助率
・初期投資経費に対する１／３以下

●  補助限度額
・１件あたり100万円

●　申請方法
　事前に商工会と相談の上、次の書類を提出してください。

　（１）入善町起業チャレンジ応援事業交付申請書

　（２）商工会発行の起業チャレンジ事業推薦書

　（３）関係書類（事業計画書、収支予算書）

　（４）補助金返還についての誓約書

　（５）その他事業に必要と認める書類

入善町起業チャレンジ応援事業を創設しました

入善町の中心市街地において商店街の魅力や集客力を向上するために、空き店舗等を活用
して新たにチャレンジショップを経営し、地域の活性化に寄与しようとする方の支援を行います

■問い合わせ先
入善町役場 キラキラ商工観光課 商工観光係

〒939-0693
富山県下新川郡入善町入膳3255番地
TEL 0765－72－1100（内線323）
FAX 0765－74－2108



 

 

 

 

【起業チャレンジ応援事業要綱】  

１．中心市街地を活性化させるチャレンジショップを開業支援する事業です。 

 

２．対象者 

 １年以内に中心市街地指定地域（中心市街地活性化基本計画で定められた地域

３６ｈａ）内において、商業・サービス業を創業予定の方（特殊風俗営業は除きます。） 

 

３．支援内容（補助金） 

 初期投資費用に係る１／３以内を補助金として交付します。但し、１件あたりの限  

度額を１００万円とします。 

 ＊初期投資費用の対象費目として、内外装・什器備品等の設備資金、その他    

商品材料仕入れ・経費支出項目（家賃・給与等）の運転資金が補助対象金額とな  

ります。付則要件として、補助金交付にあたり、最低継続営業期間を営業開始日   

より２ケ年とし、期間前に廃業等の場合は、補助金額の全額を町当局へ返還す  

るものとします。 

 

 

 

 

 

 

４．審 査 



  事前審査として、新規出店経営計画書を町担当課へ提出して下さい。 

  審査基準として、審査会で応募者の事業計画について、プレゼンテーションを 

行い、個別面談を受けます。（決定は後日、書面により通知いたします。） 

 

５．審査機関（町当局・商工会・有識者） 

 

６．募集期間 ４月１日～３月３１日 

７．事業フロー                                             

                                                                    

                                                                 

                                                                 

                                                                 

     本人           支援機関                          本人 

 

８．お申込みやご相談については、随時、入善町キラキラ商工観光課及び入善町商

工会でお受けしております。 

（入善町  ７２－１１００ 商工会  ７２－０１６３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊申請にあたっては、開業計画書・お見積書・履歴書等が必要です。  

企画立案 

 
経営計画 

経営相談（新規創業支援） 

入善町商工会 

 

町当局  

審査 

着工 

開店    


